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Acceptance of Christianity (Catholicism) in a 

 Northeastern Japanese Rural Community

Mikiharu ITOH

   This paper describes how Catholicism was introduced into 
Yonekawa, a rural community  in Northeastern Japan, and 
discusses how it has modified traditional  'religious beliefs and 
customs in Catholic families, in terms of the  worship of household 
shrine deities and the family Buddhist altar.
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１ は じ め に

　 日本の農村社会にキリス ト教が受容されるばあい，それがどのような契機によるの

か，また，どのような過程をたどるのか。さらに，キリス ト教と在来信仰が接触する

ことによって，双方のあいだにどのような現象が起こるのか。こうした点が，戦後，

日本の宗教社会学の課題のひとつになっている。これまで森岡清美や安斎伸，泉琉三

などによって実証的研究がおこなわれてきだが，その実態は，個 々の村落によってか

ならず しも一様ではない。

　森岡は，明治初期か ら中期にかけて創立されたプロテスタント教会，群馬県の島村

教会や安中教会，山梨県の日下部教会を取 りあげて，日本の農村社会にプロテスタン

トがどのように受容され，また，プロテスタントと在来信仰 とのあいだに，どのよう
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な対 立 ・融 合 が み られ るの か ， とい う点 を検 討 した ［森 岡　 １９５３，１９７０；Ｍ ｏＲｌｏＫＡ

ｌ９７５］。

　 これ に対 して 安 斎 と泉 は， 戦 後 ， 力 トリッ クへ の 集 団洗 礼 が お こなわ れ た 村 落 に注

目 して ， カ トリ ック の 受 容 とそ の 社会 的背 景 につ い て 検 討 を こ ころ み た。 安 斎 は奄

美 ・加 計 呂麻 島 の西 阿 室 と沖 縄 ・宮 古 島 の域 辺 町保 良 の カ トリ ックを 取 り あげ ［安斎

１９８４；ＡＮｚＡＩ　 ｌ９６８，１９７６］， また 泉 は， 和 歌 山 県 日高 郡 龍 神 村 下柳 瀬 の カ ト リ ック

を 取 りあ げ て い る が ［泉 　 １９７２，１９７４ユ，そ れぞ れ の村 落 に お け る受 容 の あ り方 にか な

りの変 異 が 認 め られ る。

　 本 稿 は， こ う した一 連 の試 み とお な じよ うに， 宮 城 県 登 米 郡 東 和 町米 川 に お け るカ

トリ ックの受 容 の 問 題 を め ぐって こ ころ み た事 例 研 究 で あ る。 この 米 川 の 事例 は， 戦

後 ， 集 団 洗 礼 が お こな わ れ た とい う点 で ，安 斎 や 泉 が取 り あげ た 奄 美 や 沖縄 ， 和 歌 山

の ば あ い と似 て い るが ， そ の 比 較 はあ とで お こな う こ とに して ， こ こで は米 川 の 概 況

につ いて 述 べ る こ と に しよ う。

　 米 川 は宮 城 県 東 北 部 の 農村 で あ る。 行 政 上 ，米 谷 と錦 織 と並 ん で 現 在 ， 東 和 町 の一

部 に編 入 され て い るが ， か つ て の狼 河 原 村 と鱒 淵 村 か らな る。 １９６５年 １２月 現 在 ， 総 世

帯 数 ９２４， そ の うち農 家 が７３９世 帯 で ，全 体 の８０．Ｏ％ に あ た る。 農 家 の 経 営 規 模 は相 対

’烈

写真 １　 米川カ トリック教会

的 に小 さ く， ５反 未 満 の 農 家 が４５．６％ ，

５反 か ら １町未 満 の 農 家 が ３５．７％ を 占

め て い る。 ま た ，農 家 の兼 業 化 が す す

ん で い て ， そ の９０％ 強 が兼 業 農 家 で あ

る。 こ う した傾 向 に 呼応 して 都 市 的 産

業 も漸 増 し， これ に従 事 す る世 帯 の大

半 が ，狼 河 原 の １部 に集 中 して い る。

　 本 稿 は， １９６５年 ７．月 お よ び１９６６年 ６

月 か ら ７月 ， １９６９年 ３．月 に か けて の ３

回 にわ た る現 地 調査 に よ って得 られ た

資 料 に も とつ いた もの で ， 最 終 調査 か

ら１０数 年 の 歳 月 が きざ ま れ て い る。 そ

の 間 ， どの よ うな変 化 が起 こ って い る

の か， この点 につ いて は近 い 将 来 ， あ

らた めて 検 討 した い と思 うが ， こ こで

は ，１９６９年 ３月 現 在 にお け る米 川 の ガ
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トリ ックの 受 容 とそ れ に と もな う若 干 の 問題 を検 討 す る こ と に した い。

２　集団洗礼 とその歴史的背景

　 １９６９年 ３月 現 在 ， 米 川 に は １２７入 の カ トリ ック信 者 が在 住 して い る。 表 １は ， これ

らの信 者 の年 齢 別 の構 成 を示 した もの で あ るが ， この 表 か らつ ぎ の よ うな点 を指 摘 す

る こ とが で き る。 そ の ひ とつ は ，女 性 が 過 半 数 を 占 あ て い て ，全 体 の６７・７％ と い う高

率 を 示 して い る こ とで あ る。 い ま ひ とつ は， 子 女 の 占め る比 率 が た か い とい う ことで

あ る。 ２０歳 未 満 の男 女 が全 体 の５９．　８％ を 占 めて い るが ， そ の 大 半 は小 学 生 や 中学 生 な

ど か らな る。

　 注 目 した い の は， こ う した傾 向 が ，１９５５年 の集 団 洗 礼 以 来 ， 一 貫 して い る とい う こ

とで あ る。 米 川 で 集 団洗 礼 が は じめて お こなわ れ ， 多 くの カ トリ ック信 者 が 誕 生 した

の は１９５５年 ７月 １０日の こ とで あ る。 この 日， １７５人 の 男女 が受 洗 した 。 男 が ６７人 ，女

が １０８人 で ，女 性 が全 体 の６１．７％ ，小 学 生 や 中学 生 を 中心 と した ２０歳 未 満 の男 女 が 全

体 の８４．６％ を 占 め て い た。 ま た ， そ の年 の１２月 １７日 ・２４日の両 日に も １３３人 の 男 女 が

受 洗 した。 男 が４４人 ，女 が８９人 で ，女 性 が全 体 の６６．９％ ， 小 学 生 や 中学 生 を中 心 と し

た２０歳 未 満 の男 女 が全 体 の８８．Ｏ％ を 占 めて い た。 １９５５年 ７月 か ら１２月 にか けて ， 実 に

３０８人 の カ ト リッ ク信 者 が生 ま れ た わ け だ が ， 米 川 とい う土 地 に は ， こ う した 集 団 洗

礼 と い う社 会 的 な 出来 事 が 起 こ る よ うな歴 史 的 背景 が あ った。

　 戦 時 中 ， 宗 教 活 動 を 規 制 され て い た キ リス ト教 各 派 は ，戦 後 ま もな く宗 教 団 体 法 が

撤 廃 され る と， 組 織 の 再 編 成 に着 手 す る と と もに ， 日本 各 地 で 大 規 模 な 布 教 活 動 を 開

始 した 。 カ トリ ック側 で は， １９４５年 １１月 に全 国臨 時 教 区長 会 議 を開 催 して ， 従 来 の 教

団組織を解体 し，あらたに天主公教区

連盟を設置した。そして１９４７年 ５．月に，

全国教区長会議と教区連盟理事会を開

き，今後の事業計画や活動方針を示す

とともに， 「教区長共同教書」 を発表

して布教活動を積極的に開始 した ［比

根屋　１９４９：４０７－４２０］。

　その結果，登録信者が飛躍的に増加

し，戦時中の１９４０年にはわずか１１９，３２４

人にすぎなかったカ トリック信者が，

表 １　 カ トリック信者 の年齢別構成

年 齢
受 洗 者 数

男 女 計

０－ ９

１０－１９

２０－２９

３０－３９

４０－４９

５０－５９

６０－６９

１４

１５

　８

　１

　１

　２

　０

計 ４１

２５

２２

１１

　９

１１

　６

　２

８６

３９

３７’

１９

１０

１２

　８

　２

１２７
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戦 後 １０年 目の１９５５年 に は ２１２，３１８人 に増 加 して い る ［日本 カ トリ ック 中央 協 議 会 （編 ）

１９６９：４６６－４７０］。 この こ と は， カ トリ ック側 が伝 道 方 針 を転 換 して ， 戦 災 に あわ な

か った 農 山村 の 集 団伝 道 に勢 力 を集 中 した こ と に よ ると ころ が大 き い。 ちな み に，京

都 府 何 鹿郡 佐 賀村 （現在 ，綾 部 市 と福 知 山市 に編 入） で は， １９４９年 ３月 に １，５００人 の

村 民 が 小 学校 で カ ト リックへ の改 宗 宣 誓 式 を お こな い ， そ の年 の ８月 １５日ま で に 約

１，０００人 が 受 洗 した と報 告 され て い る ［文 部 省 宗 務 課 （編）　 １９５１：２２－－２３］。

　 米 川 の 集 団 洗 礼 もま た ， こう した カ トリ ック側 の 集 団伝 道 の成 果 のひ とつ と い う こ

と にな るが ， そ の直 接 の契 機 に な った の は， １９５１年 ３月 ，米 川 の 切 明 と い うと こ ろで ，

仙 台 藩 の キ リシタ ン，後 藤 寿 庵 の墓 が 発 見 され た こ とで あ った。

　 仙 台 領 内 で キ リス ト教 の布 教 活 動 がお こな わ れ た の は，１７世 紀初 期 の こ とで あ る。

１６１１年 （慶 長 １１）にゼ ロモ ・ア ンゼ リス神 父 な どが 仙 台 領 に入 って い る。 また ， １６１８年

（元 和 ４）か ら１６２３年 （元 和 ９）に か けて ， フ ラ ンシス コ会 ガ ル ペ ス神 父 が仙 台 領 に入 り，

各 地 で 布 教 活 動 を つ づ け て い る。 さ らに１６１９年 （元 和 ５） に は， デ ィゴ ・デ ・カ ルパ

リ ヨ神 父 が 仙 台 を訪 れ ， １６２４年 （寛 永 １） に殉 教 して い る。 後 藤 寿庵 は ， この デ ィゴ

・デ ・カ ルパ リ ヨ神 父 と親 交 を む す ん で キ リシ タ ンに改 宗 した が
， １６２３年 （元 和 ９）

に キ リシタ ン迫 害 に あ って 南 部 領 に追 放 さ れ ，１６２６年 （寛 永 ３） ご ろ５１歳 で死 亡 した

と伝 え られ て い る。 ちな み に，後 藤 寿 庵 は１６１２年 （慶 長 １７） ご ろ，胆 沢 郡 １，２００石 を

領 有 し，、寿 庵 堰 を 起 こ して ２町 ７力村 に灌漑 を お こな う と い う功 績 を あ げ た とい う。

後 藤 寿 庵 の墓 が 発 見 され た 米川 に も， そ の ころ キ リシ タ ン農 民 が 生 活 して い た。 １６１４

年 （寛 永 １８）の 「狼 河 原 村 人 数 帳 」 に よ る と， 当 時 ，米 川 の狼 河 原 は戸 数 １５４戸 ，人 口

１８５０ （男 １，０７０人 ， 女 ７８０人 ）， そ の うち５９人 （男 ３４人 ， 女 ２５人） が キ リシタ ン類 族 で

あ った。 １７世 紀 初 期 以 来 の 布 教 活 動 の結 果 ， この地 方 の 農 民 の あ い だ に も， キ リス ト

教 に改 宗 した も のが か な りい た こ とに な る。

　 しか し，’１７世 紀 末 期 にな る と，仙 台藩 で も徳 川 幕 府 の キ リシ タ ン弾 圧 政 策 の一 環 と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ

して ， キ リ シタ ンを きび し く取締 るよ うに な った。 そ して ， １６８７年 （貞 亨 ４） に 「古 ，
ころび

転，切支丹類族格式」という取締 り令２４力条を設け，１年に１度の報告書を６月 と１１

月 に提出す ることを村肝入に示達 した。村肝入 は，それぞれの支配地のキリシタン類

族を書 きあげ，それを寺院の証明印を認めて大肝入に提出すると，大肝入から郡奉行

をとおして仙台藩庁内にある評定所の 「切支丹類族鉄炮御改所」に届けられ，そこで

全封内のキ リシタン類族がまとめられる，という仕組みになっていた。こうしたきび

しい取締 りによって，米川の狼河原のキリシタン類族 も漸減 して，１７３９年（元文 ４）に

は男２９人，女 ８人，１８１０年 （文化 ７） には男６人だけとなり，１８３０年 （天保 １）には

４６
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絶滅することになった ［登米郡米川村誌編纂委員会編　１９５５：１２２－１２７］。

　米川という土地には，こうしたキリシタン類族の歴史が刻まれていたわけだが，後

藤寿庵の墓が発見されると， ２年後の１９５３年 に寿庵の碑が建て られることになった。

そしてカ トリック式のミサによる除幕式が挙行され，バチカン公使などがこれに参列

した。カ トリック側の集団伝道が本格的におこなわれるようになったのは，その翌年

からのことである。その際，仙台か ら小林司教が米川を訪れ，公民館や中学校などで

後藤寿庵とキリシタン農民についての講話をおこなうほか，修道女 もしばしば来村 し

て教化活動を積極的におこなった。こうした一連の布教活動に呼応 して，米川側でも

公民館や婦人会が教養講座を開設 したりして，キリス ト教にかんする啓蒙運動を展開

した。 こうしてキリス ト教に対する人びとの関心がとみにたかまり，その結果，１９５５

年 ７．月２０日の第 １次集団洗礼がおこなわれることになった。米川カ トリック教会が設

立されたのは，それから２年後の１９５７年のことである。

３　受洗過程 とその型

　表 ２は，１９５５年から１９６８年にかけての年次別の受洗者数を示 したものである。米川

では，この１４年間に４７８人が洗礼を受けたことになるが，初年次の受洗者が圧倒的に

多 く，全 体 の６４．４％ を 占 め て い る こと

が ま ず注 目さ れ る。 そ の後 ，受 洗 者 帽

漸 次 ，減 少 し，１９６０年 次 以 降 ，１０人 前

後 とい う低 迷 状 態 が つ づ い て い る。

　 ま た ， １９５５年 の 集 団 洗礼 以 来 ，女 性

の 占 め る比 率 が か な りた か い こ と も注

目 され る。 この 点 はま え に も指 摘 して

お い た が ，１９５５年 次 は６４．Ｏ％ ，１９５７年

次 は８１．Ｏ％ ，１９５８年 次 は６５．Ｏ％ ，１９５Ｅ

年 次 は８０．Ｏ％ で ，全 年 次平 均６５．３％ と

い う高 率 を 占 め て い る。 受 洗者 の年 聾

層 もま た初 年 次以 来 ，２０歳 未 満 の男 女

によ って 占 め られ て い るが ，１９５９年 次

以 降 ，受 洗 者 が 急激 に 減少 して い る の

は， これ ま で受 洗 者 の大 半 を 占 め て い

表２ 年 次 別 受 洗 者 数

１９５５

１９５６

１９５７

１９５８

１９５９

１９６０

１９６１

１９６２

１９６３

１９６４

１９６５

１９６６

１９６７

１９６８

受 洗 者 数

男

１１１

　　５

１１

１４

　　３

　　２

　　４

　　２

　　８

　　１

　　０

　　３

　　１

　　１

女

１９７

　　６

４７

２６

１２

　　０

　　１

　　４

　　５

　　１

　　３

　　６

　　３

　　１

計

８

１

８

０

５

２

５

６

３

２

３

９

４

２

０

１
占

ｒＯ

４

１
占

　

　

　

　
－
占

３

計 １６６ ３１２ ４７８
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た小学生や中学生の洗礼が激減 したからであろう。

　１９５５年の集団洗礼の際，受洗者のほとんどが小学生や中学生などを中心 とした子女

によって占め られていることは，すでに述べておいたが，その大部分は兄弟姉妹や友

人などか らなっていた。なかには，母と子供とか母と息子の嫁などが同時に受洗 して

いるばあいも認め られるが，ここでは，こうした同時受洗のばあいを除いて，家族内

の世代間にみ られる受洗過程に焦点をすえ，そこにどのような傾向がみられるかを具

体的に検討することにしたい。

　米川カ トリック教会 の受洗名簿を手がかりにしておこなった面 接調 査 によると，

１９６９年 ３月現在，親から子供または子供か ら親の順序で受洗 したばあいが１８例ほど認

められたが，そのうちの１３例は，子供か ら親という過程をたどっていた。 こうした傾

向は，米川のカ トリック信者が集団洗礼以来，子女を中心としていることと無関係で

はない。

事 例 １は， 息 子 Ｏｓか ら母 Ｏａ と姉 Ｏｔと い う受 洗

過 程 を示 した もの で あ る。 Ｏｓ は１９６１年 １２月 に受 洗

し， その ４年 後 に Ｏａ と Ｏ ｔが受 洗 して い る。 しか

し， 父 Ｏｋ は洗 礼 を受 け る こ とを 拒 否 して い る。 そ

の理 由 は ，経 済 的 に依 存 して い る本 家 が ， キ リス ト

教 に理 解 を示 さ な い こ と に よ る。

事　例　２

事 例 ２は， 息 子 Ｓｓと娘 Ｓｎ か ら母 Ｓｋ

と ２人 の妹 Ｓｋ’，　Ｓｙ，さ らに父 Ｓｍ と

い う受 洗 過 程 を示 した もの で あ る。Ｓｓ

と Ｓｎ は１９５５年 ７月 の第 １次 集 団洗 礼

の と き に改 宗 した が ， 彼 らの 母 親 Ｓｋ

と ２人 の 妹 Ｓｋ’，　Ｓｙ は， そ の ２年 後 の

１９５７年 ８月 に受 洗 した。 そ して 最 後 に

隠 居 した 父 Ｓｍ が ， その 翌 年 の １９５８年

１２月 に洗 礼 を受 けた 。 しか し， Ｓ家 を

相 続 した 長 男 Ｓｔ とそ の 家族 は改宗 し

て い な い。

　二つの事例は，いずれも親子 ２世代間の受洗過程を示すものであるが，つぎに取 り

あげる事例は，祖父母か ら孫 に至る３世代の受洗過程を示すものである。１９６９年 ３月
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現在，この型が ６例ほど認められたが，そのうちの３例は孫か ら祖父母の順に，あと

の ３例は祖父母から孫の順に受洗したばあいである。ちなみに， ３世代の男女が同時

受洗 したばあいが６例 ほどみられる。

事 例 ３は，息子 Ｍ ｔの嫁 Ｍ ｈ’とそ の 息 子 Ｍ ｍ，　Ｍ ｍ ’

か らＭ ｈ とい う受 洗 過 程 を示 した もの で あ る。　Ｍ ｈ’

と Ｍ ｍ ，　Ｍ ｍ ’は１９５９年 １１月 に受 洗 したが ，　Ｍ ｈ は

婚 出 した娘 （１９５７年 ８月 受 洗 ） のす す め に よ って ，

１９６４年 １月 に洗 礼 を受 けた 。 しか し，Ｍ 家 を相 続 し

た Ｍ ｔは改 宗 して いな い。

事 例 ３

事例４は，祖母 Ｃｍ か ら孫 Ｃｋへの受洗過程を示 したもの

である。Ｃｍ は第 １次集団洗礼の１９５５年 ７月に受洗 し， その

際，推進役の １人であった。 Ｃｋは彼女の影響を受けて１９５８

年１２月に洗礼を受けた。 しか し，Ｃ 家を相続 した息子 Ｃｔと

その妻 Ｃｎは改宗 していない。

事 例 ４

　以上， ４例ほど取りあげてみたにすぎないが，着目しておきたいことがひとつある。

それは，どの事例にも家督相続者非受洗という原則がつよくはたらいていて，家督相

続者がカ トリックに改宗 していない，ということである。このことは，東北農村にお

けるキ リス ト教の受容のあり方を示唆しているように思われるが，家督相続者がまっ

たく洗礼を受けていないわけで もない。１０例ほど認められるが，その半数は妻や子供

と同時に受洗 したもので，彼 らは信者集団の中核になっている。そのほかの人びとは，

結婚の際，仲人がカ トリック信者であったとか，あるいは，子供が教会の傘下にある

保育園に在籍 しているとかいう理由で受洗 したもので，いずれも受洗の動機が世間付

き合いの域を出ていない。

　ちなみに米川では，長男は 「家督さん」とよばれ，将来，家督を相続することが予

定されている。試みに１８６８年か一ら１９６５年にかけての， １世紀ほどの相続形態を調べて
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みると，５９８例のうち長男相続が３１９例認められた。これは全体の５３．３％にあたり，か

な らず しも高率とはいえないが，これを都市的産業が集中 している 「町」　（狼河原の

１部） と農村部からなる 「在」 （狼河原と鱒淵）に分けると， 長男相続が 「町」では

２３．２％， 「在」では７６．８％ という比率になっていて， 農家の大半が長男相続 という形

態をとっていることがわかる。 こうした制度の もとでは，次 ・３男は若干の財産を分

与されて分家を創設することになるが，分家に対する本家の統制が相対的につよく，

受洗 した分家の当主のなかには，本家に反対されて教会との関係を断ったものもいる。

４　在来信仰 との接触

　米川カ トリック教会 は，まえにも述べたように，集団洗礼の ２年後の１９５７年に設立

されたが，信者のあいだに相互の親睦をはかるロザ リオ会が生まれたのは，教会設立

の前年のことであった。当時，狼河原の 「町」と 「在」で，それぞれ信者の家を輪番

で宿にして，毎週 １度，聖書の輪読や讃美歌の練習などをしていたが，１９６６年以降，

これを教会でおこなうようになった。また教会では，ロザ リオ会の発足後，保育園や

授産所などを設置して信者 との交流を深めている。

　１９６９年 ３月現在，米川 には１２７人の信者が在住 しているが，すべての信者が定期的

にミサやロザ リオ会に出席 しているわけではない。教会とタンジブルな関係をもった

信者は３０人ほどで，そのうちの半数前後の人びとが中核になっている。 こうしたこと

に留意 しながら，カ トリックと在来信仰 との接触の問題を検討 してみよう。

　米川の住民のほとんどは，狼河原に鎮座する八幡神社の 「氏子」であると同時に，

狼河原の大慈寺と鱒淵の頼光寺の檀家になっている。八幡神社の例祭 は新暦 ９月１５日

で，狼河原では大名行列がおこなわれるが，旧暦 ２月 １日は厄払いといって，「氏子」

は八幡神社に参詣 してお札を受けるしきた りになっている。他方，大慈寺や頼光寺で

は，春秋の彼岸の施餓鬼や大般若祈疇などがおこなわれ，檀家はこれに参加している。

カ トリック信者もまた，こうした在来の宗教的慣行 とまった く無関係ではない。どの

信者の家 も祭礼費を拠出 し，また， １部の信者が神職か らお札を受けて神棚に祀 るほ

か，葬式や法事を僧侶の手にゆだねているからである。

　表 ３は，米川在住のカ トリック信者のなかから１０人の中核的信者を選び，彼 らの家

に設けられた神棚と仏壇の保持率を示 したものである。 １は家督を相続 した夫 とその

妻を含む家族全員がカ トリック信者である家 （５戸）， Ｈは， 家督を相続した夫以外

がカ トリック信者である家 （５戸）である。それぞれ氏神の祭礼費を世間付 き合いと
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して拠出している点では共通 しているが，神

棚の保持率という点になるとかなり異なって

いる。 １のカ トリック家族では，夫婦の受洗

後，神棚がすべて撤去されているが，Ｈの家

では， ４戸が神棚をそのまま保持していて，

氏神のお札を祀るほか，正月などに家内安全

表 ３　 カ トリック家族の屋 内宗教施設

Ｉ

Ｈ

神 棚

有 １無

０

４

５

１

仏 壇

有 無

３

５

２

０

や家業繁盛を祈願 している。ちなみに，他の １戸は夫婦が受洗 してから神棚を撤去 し

ている。

　なお，この地方の農家では，神棚のほかに，恵比須棚や大黒棚を設けて，毎年，旧

暦１０月２０１ヨに作物の豊饒を祈願 しているが，その保持率は神棚のそれとほぼおな じよ

うな傾向を示 している。 １のカ トリック家族のばあい，恵比須棚と大黒棚を設けてい

る家が１戸認められるが，別に祭 りをしてはいない。もう１戸は夫婦の受洗後，神棚

と一緒に撤去 したという。 これに対 して，ｌｌの家では，すべてが恵比須棚と大黒棚を

設けていて，作物の豊饒を祈願 している。

　なお，米川では山の神が安産の神と伝え られ，毎年，旧暦 １月 と３月，１２月の１２日

に，家々の主婦が輪番で宿をきあ，宿の床の間に山の神の掛軸を飾 り，これに高盛 り

の飯を供えて安産の祈願をおこなっているが， １のカ トリックの主婦たちは，受洗後，

この行事に参加することをやめている。

　仏壇の保持率は，神棚のばあし～とはいささか事情を異 にしている。神棚の保持率が，

家督相続者が洗礼を受けているかいないかということと直接，かかわっているのに対

して，仏壇の保持率 はこうしたことに関係がなく，ほとんどの信者の家に仏壇が設け

られているからである。ちなみに，仏壇を設けていない １の ２戸 はいずれも初代分家

で，まだ祀 るべき先祖をもたぬ家々である。このように，信者の生活のなかから仏壇

と先祖祭祀が容易に姿を消さないのは，森岡清美が指摘 したように，仏壇と先祖祭祀

が，日本の農村社会の中心的価値と深 くかかわっているのかもしれない ［森岡　１９５３：

１１２－１１３］ｏ

　どの信者の家でも毎年，盆や春秋の彼岸，先祖の命 日などに位牌祭祀をおこなって

いる。その動機 も一般の人びとのばあいと変わりがない。先祖の冥福を祈 るとか先祖

の恩に感謝する，先祖の加護を仰 ぐ，家内安全を祈 るなどということが，位牌祭祀を

おこなう共通の理由になっている。興味をひくのは， １の仏壇を保持する３戸に，先

祖の位牌のほかに，マ リア像とか十字架などが祀 られていることで，これ らの家の人

びとにとって，在来信仰とカ トリック信仰が，それほど対立 した ものとは考え られて
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写真 ２　 カ トリック家庭 の仏壇

いな い よ うで あ る。

　 こ う した カ ト リック信 者 の神 棚 や 仏

壇 に対 す る宗 教 的 態度 は ，彼 らの氏 神

や 檀 那寺 との か か わ り方 に も直 接 ，反

映 して い る。 どの カ ト リック信 者 の家

も， 世 間付 き合 い と して氏 神 の祭 礼 費

を拠 出 して い る こ とは す で に指 摘 して

お いた が ， 彼 らの 氏神 との か か わ り方

は， す くな くと も こ こに取 りあ げ た 中

核 的 信 者 にか ん す るか ぎ り， あ ま り積

極 的 で あ る と は い いが た い 。 １の カ ト

リック家 族 の ひ と り （世 帯主 ） は ，毎

年 ， １日暦 ２月 １日の厄 払 い の 際 ， お宮

参 りを して い るが ， この 習 慣 は， 当人

に よ る と， 神 職 と幼 馴 染 み の 間柄 に あ

るか らだ と い う。 また ， ［１の ば あ い ，

２戸の家の主婦が毎年，初参りをしていると回答 しているにとどまっている。

　 これに対 して，彼 らと檀那寺 とのあいだにはかなり密接なむすびつきがみられる。

その理由は，彼 らの墓地がいずれも寺の管理下におかれているか らであるが，戦後，

米川に移住 した １戸を除 くと，どの家のカ トリック信者 も，毎年，盆や彼岸，先祖の

命 日などに墓参 りに出かけている。ちなみに，盆行事のある新暦 ８月１５日はカ トリッ

クの聖母被昇天祭にあたっていて，教会側では，盆の１３日に，神父と信者が亡 くなっ

た信者の霊をなぐさめるたあに集団墓参をするほか，盆の１５日には教会主催の盆踊り

を実施 している。また，新暦１１月 ２日死者の日には，神父と信者が教会で祈 りをすま

せてか ら墓地に出かけて，亡 くなった信者たちの墓を掃除 している。

　米川のカ トリック教会は，盆の墓参りという在来の宗教的慣行を受容することによ

って定着化をはかっているわけだが，こうした努力にもかかわ らず，多 くの信者を教

会側にひきつけることはそれほど容易ではないらしい。集団洗礼がおこなわれた１９５５

年 ７月か ら調査時点の１９６９年 ３．月までの，１３年ばかりのあいだに，２１人の信者が死亡

しているが，教会でカ トリック式の葬儀がおこなわれたのはわずか１０件にすぎない。

あとの１０件は，いずれも在来の慣習にしたがって，それぞれの檀那寺で仏式の葬儀を

営み，もう１件は，家族が創価学会員である関係上，檀那寺との関係を絶 って創価学
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会葬を営んでいる。

　興味をひ くのは，教会でおこなわれた１０件のカ トリック葬のうち８件までが，米川

のなかでも都市的産業が集中している 「町」に認められていることである。 このこと

は，おそらく 「在」にくらべて 「町」では，分家に対する本家の規制が相対的によわ

いからであろう。

　米川では，本家と分家の連合が 「マケ」とよばれ，双方の関係は普段，それほどつ

よくないが，葬式などの機会に 「マケ」意識が顕在化する。本家の当主は葬式を取り

仕切るほか，野辺送 りには天台 といって，小型の木製の鍬をのせた台をもつきまりに

なっている。　「在」におけるカ トリック信者の葬式のほとんどが仏式でおこなわれて

いるのは，おそらくこうした社会的事情によるといってよいだろう。教会でのカ トリ

ック葬 もまた，住来の社会＝宗教的慣習とまったく無縁ではない。 これまでとおなじ

ように，教会または喪家で通夜がおこなわれ，また，仏式の年忌法要が営まれるばあ

いがあるからである。

５ お わ り に

　以上，米川におけるカ トリックの受容をめぐって若干の検討をこころみて きたが，

ひとくちにキリス ト教の受容といっても，そのあり方 は土地 によってかならず しも一

様ではない。集団洗礼の契機などもそのひとつで，米川では，仙台藩士のキリシタン，

後藤寿庵の墓が発見されたことが，集団洗礼のきっかけになっているが，京都府下の

旧佐賀村では，葬式 と法事にあけくれる寺院に対する不信や新制中学の統合をめぐる

紛争が，集団改宗の起因になったと報告されている ［文部省宗務課編　１９５１：２２－２３］。

　 これと似た現象は，和歌山県下の下柳瀬の集団洗礼 にも認められる。 ここでは，旧

佐賀村で起 こった集団改宗の翌年の１９５０年１２月下旬， ４３人がカ トリックに改宗 し，

１９６９年までの２０年ばかりのあいだに３９３人の受洗者を出しているが，こうした集団洗

礼の背景には，寺院に対する不信や不満のほかに，道路建設の促進という世俗的要請

が存在 していた。

　泉琉三によると，戦時中 （１９４４年 ５月），米軍機が山林に墜落 したので村民が十字

架の墓をつくって，死亡 した兵士を供養 したが，戦後まもなく， これを巨石の慰霊碑

に祀 りかえて，カ トリック神父に祝別 ミサをあげてもらったという。このことが導火

線になって，下柳瀬に教会ができれば，その近 くに建て られた米兵慰霊碑への墓参の

ための道路が，全世界のカ トリック信者の援助 と米軍の資材によってつ くられるとい
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う世論がたかまり， 定例の字会で教会誘致が決議された。 そして１９５０年 ３月， 献堂

式が盛大におこなわれ， そのとき若干の受洗者が出た， といわれている ［泉　１９７２：

ｌｌＯ－１１４］。

　集団洗礼というものは，多数の人びとが同時に受洗するという点で社会的な出来事

である。旧佐賀村や下柳瀬の集団洗礼には，新制中学の統合問題や道路建設の促進 と

いう社会的要因が介在 していたわけだが，奄美の西阿室のばあいは，離島という特殊

な事情 もあって，カ トリック側の台風災害救助が大きな要因になっている。安斎伸に

よると，カ トリック側の布教活動は，西阿室が台風の被害を受 ける以前か らおこなわ

れていたようだが，この村が災害を受けると，カ トリック神父と修道女が救援物資を

たずさえて来村 し，活発な布教活動をおこなったという ［安斎　１９８４：１８４－１８５，五９３］。

　 ところで，日本の農村社会 にキリス ト教が受容されるばあい，大規模なものにせよ

小規模なものにせよ，また，カ トリックにせよプロテスタントにせよ，これを推進する

指導者の有無ということが重要な意味をもつ。戦後，多数のカ トリック信者が生まれ

た下柳瀬や西阿室では，いずれも村の有力者が重要な役割をはた している［泉　１９７２：

ｌｌ７－ｌｌ８；安斎　１９８４：１８３－１８４］。また，明治初期に設立されたプロテスタントの島

村教会や安中教会も，当時の村の上層 ・中層の人びとが信者の中核になっていたとい

われている ［森岡　１９５３：１０９，１９７０：１０２］。 しかし，米川のばあいは，そのいずれ

とも異なっている。山林地主を中心とする上層の人びとは，いわゆる氏子総代や檀家

総代 として神社や寺院とかた くむすびついていて，カ トリックとはまった く無縁であ

った。集団洗礼のときに指導的役割をはたしたのは，当時，婦人会や青年団で活躍 し

ていた １部の人びとで，米川のカ トリック信者が，女性と子女を中心に構成されてい

るのは，こうした事情を反映 しているといってよいだろう。

　在来信仰 との関係 もまた，土地によってかならず しも一様でないが，共通 している

点もある。それは，仏壇の保持率が相対的にたかく，位牌祭祀が受洗後もひきつづい

ておこなわれていることである。米川カ トリック教会の中核的信者のほとんどが仏壇

を保持 し，盆や彼岸，先祖の命日などに位牌祭祀をおこなっていることはすでに指摘

したが，こうした傾向は，下柳瀬や西阿室，沖縄 ・宮古島の保良のカ トリック信者の

ほか， 山梨県下のプロテスタント教会に所属する信者 ［ＭｏＲＩｏＫＡ　ｌ　９７５：１２８－１３１］

のあいだにも認められる。ちなみに保良では，カ トリック教会が位牌祭祀を認め，神

父が地鎮祭や年忌などを執行 していると報告 されている ［安斎　１９８４：２１９］。

　 このほかにも検討すべき点が多々あるかと思 うが，率直 にいうと，こうした試みを

おこなうために必要な資料はまだ十分に蓄積されていない。その意味で，日本の農村
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社会におけるキリス ト教の受容 という問題は，現在，未開拓の分野をいろいろかかえ

込 ん で い る と い って よ いだ ろ う。
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